
 
 
 
 

所有者不明土地特措法改正の意義と課題

慶應義塾大学大学院 法務研究科 教授 松尾 弘
まつお ひろし

Ⅰ はじめに――改正所有者不明土地特措法の

位置づけ

令和 年 月 日、所有者不明土地の利用の円

滑化等に関する特別措置法（平成 年 月 日

法律 号。以下「所有者不明土地特措法」という）

を改正するものとして、「所有者不明土地の利用の

円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法

律」が成立した（公布は令和 年 月 日法律

号。公布後 月以内に施行。以下「改正所有者不

明土地特措法」という）。

所有者不明土地問題への対応は、すでに平成

年代から、森林および農地を契機にして始まった 。

その後、所有者不明土地特措法の施行（平成

年 月 日 、および平成 年 月 日 ）によ

 
所有者不明土地対策の関連立法の経緯については、松

尾 頁参照。

所有者不明土地特措法のうち、①土地所有者を探索す

るために必要な公的情報（固定資産課税台帳、地籍調査

票等）につき、行政機関を利用できる制度（土地等権利

者関連情報の利用・提供制度）の創設、②長期間にわた

って相続登記等がされていない土地につき、登記官が長

期相続登記等未了土地である旨等を土地登記簿に記録

すること等ができる制度（長期相続登記等未了土地に係

る不動産登記法の特例）の創設、および③所有者不明土

地の適切な管理のために「特に必要がある場合」、地方

公共団体の長等が家庭裁判所に対して財産管理人の選

任等を請求することを可能にする制度（財産管理制度に

係る民法の特例）の創設に関する規定。

所有者不明土地特措法のうち、①公共事業における収

用手続の合理化と円滑化を図り、国または都道府県知事

が事業認定をした事業につき、収用委員会に代わり、都

道府県知事が裁定によって所有権取得を認める制度、お

よび②地域福利増進事業のために、都道府県知事の裁定

り、所有者不明状態にある土地一般を対象にして、

所有者不明土地対策が始まった。所有者不明土地

特措法は、施行から 年経過後に、施行状況を検

討し、必要な措置を講ずるものとされていた（附

則 ）。

そこで、令和 年 月から、国土審議会土地政

策分科会企画部会において、所有者不明土地特措

法の見直しに向けた検討が行われ 、『所有者不明

土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ』（令

和 年 月 日。以下、「企画部会とりまとめ」

という）が公表された 。

企画部会とりまとめに基づき、「所有者不明土地

の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改

正する法律案」が内閣から第 回国会に提出さ

れ（令和 年 月 日）、衆議院国土交通委員会へ

の付託（令和 年 月 日）・可決（ 月 日）、

衆議院本会議における全会一致での可決（ 月

日）、参議院国土交通委員会への付託（ 月 日）・

可決（ 月 日） を経て、参議院本会議におい

て全会一致で可決された（ 月 日）。

 
により、利用権の設定を認める制度の創設に関する規定。

国土審議会土地政策分科会企画部会 回（令和 年

月）〜 回（令和 年 月）の計 回の会議がそ

の検討に当てられた。

この間、「所有者不明土地等対策の推進に関する基本

方針」（令和 年 月 日関係閣僚会議決定）により、

所有者不明土地特措法の見直し内容を国土審議会で取

りまとめ、次期通常国会に法案を提出すべきものとされ

た。

衆議院 参照。

参議院 参照。
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所有者不明土地対策に関する一連の立法の中で、

改正所有者不明土地特措法は、所有者不明土地特

措法の施行後に改正された土地基本法（令和 年

月 日法律 号。以下「改正土地基本法」と

いう）によって土地の適正な利用と並んで新たに

規定された「管理」の強化 、および民法・不動産

登記法等改正（令和 年 月 日法律 号）に

よる管理不全土地・建物管理制度の創設等を踏ま

え 、関連法令との整合性を図りつつ、所有者不明

土地問題への対応方策を一層強化したものと位置

づけることができる。

改正所有者不明土地特措法による主要な改正点

は、①所有者不明土地の「利用」の円滑化の一層

の推進、②管理不全状態にある所有者不明土地の

「管理」の適正化、および③地域を主体とする所

有者不明土地の利用・管理の制度的基盤の構築に

集約することができる。これは、前述した企画部

会とりまとめにおいて提示された所有者不明土地

対策の つの柱、すなわち、①所有者不明土地の

利用の円滑化、②管理不全土地の管理の適正化、

および③課題がある土地に地域一体となって対応

するための体制の構築に対応するものみることが

できる 。

以下では、改正所有者不明土地特措法の主要な

改正点を具体的に確認し、その意義を評価したう

えで、さらなる課題について考察を加える。

Ⅱ 改正所有者不明土地特措法による主要な改

正点

１．所有者不明土地の円滑な利用の推進

特定所有者不明土地の再定義（要件緩和）

改正所有者不明土地特措法は、公共事業におけ

る収用手続の合理化・円滑化および地域福利増進

 
この点につき、松尾 頁参照。

なお、令和 年の所有者不明土地特措法改正に先立ち、

令和 年民法改正に伴い、所有者不明土地特措法第

章第 節の表題および 条がすでに改正され、国の行

政機関の長または地方公共団体の長が、従来から認めら

れていた不在者財産管理人のほか、相続財産清算人の選

任申立て、および所有者不明土地管理命令の申立てがで

きるものとされた。

国土審議会土地政策分科会企画部会 頁。

事業 のための土地の利用を促すために、それら

の事業の対象となる「特定所有者不明土地」とし

て、①所有者不明土地特措法の改正前から認めら

れていた一定規模未満の簡易構造建築物に加え、

②建築物の損傷、腐食等の劣化状況、建築後経過

年数等の事情を勘案し、利用困難で、引き続き利

用されないことが確実と見込まれる建築物も、政

令で定める基準を満たせば、土地上に存在しても、

特定所有者不明土地と認定して構わないものとし

た（改正所有者不明土地特措法 条 項）。その結

果、物置等の簡易構造建築物に当たらない家屋や

工場建屋が土地上にあっても、朽廃が進んでいれ

ば、それが土地上にあったとしても、特定所有者

不明土地と認定されることが可能である。

地域福利増進事業の範囲の拡大

こうして定義し直された特定所有者不明土地の

上で行うことが可能となる地域福利増進事業につ

いて、その範囲が拡大され、以下の つの事業が

加えられた（改正所有者不明土地特措法 条 項

号、 号）。まず、①備蓄倉庫、非常用電気等

供給施設、その他の施設であって、災害対策の実

施の用に供するものとして政令で定めるものの整

備に関する事業である。つぎに、②再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平

成 年法律 号）による再生可能エネルギー

発電設備（太陽光、風力、バイオマス等の再生可

能エネルギー源を電気に変換する設備）で、「地域

住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資

するものとして政令で定める要件」に適合するも

のの整備に関する事業である。これらは、①激甚

な自然災害の頻発、および②再生可能エネルギー

への需要増大に対応しようとしたものである 。

地域福利増進事業の上限期間の見直し（長期化）

地域福利増進事業のための土地使用権の上限期

間は、原則 年である。しかし、前記①備蓄倉庫・

 
「地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進

を図るために行われる」事業（改正所有者不明土地特措

法 条 項柱書）。

国土審議会土地政策分科会企画部会 ， ，

参照。

非常用電気等供給施設等、同②再生可能エネルギ

ー発電設備のほか、③道路・駐車場等の一般交通

の用に供する施設、④公園・緑地・広場または運

動場、および⑤購買施設・教養文化施設等の整備

に関する事業（改正所有者不明土地特措法 条

項 号、 号、 号〜 号に掲げる事業）で、「当

該事業の内容その他の事情を勘案して長期にわた

る土地の使用を要するものとして政令で定める事

業」の場合は、 年まで上限期間が延長された（改

正所有者不明土地特措法 条 項括弧書）。これ

は、事業の性質および民間事業者が地域福利増進

事業を行う場合の便宜も考慮に入れ、投下資本の

回収を可能にするための措置であると考えられる 。

地域福利増進事業のための土地使用権の取得

手続の合理化

地域福利増進事業を行うために都道府県知事か

ら土地使用権付与の裁定を得るためには、事業対

象地が所有者不明土地に当たるか、事業内容等に

反対する権利者がいないか等を確認するために、

事業計画書等の縦覧が必要になる。この事業計画

書等の縦覧期間は、改正前は か月であったが、

改正後は か月に短縮された（改正所有者不明土

地特措法 条 項）。さらに、土地使用権の付与

を受ける者が不明所有者等のために供託すべき補

償金は、都道府県知事が定める支払時期までに分

割して供託することも可能となった（改正所有者

不明土地特措法 条 項 号、 条 項） 。こ

うした手続コストの削減も、地域福利増進事業の

ための所有者不明土地の利用を促すものと予想さ

れる。

所有者不明土地の所有者の財産権の制限と公

共の福祉

前述 〜 は、所有者不明土地の所有者の財

産権の制限を強める方向に作用するものである。

それは、公共の福祉による財産権の制限（憲法

条 項）の範囲内にあると認められるものでなけ

 
国土審議会土地政策分科会企画部会 頁。

なお、補償金の額からは、特定所有者不明土地等の

管理に要する費用に相当する額が控除される（改正所有

者不明土地特措法 条 項括弧書）。

ればならない。その判断の背景には、地域福利増

進事業のために所有者不明土地の利用を希望する

者が少ない状況の下で 、地域福利増進事業のた

めの土地利用を促し、所有者不明土地の利用によ

る地域住民等の公共の利益を増大させる必要性が

あり、これと所有者不明土地の所有者の利益との

再調整を試みたものと考えることができる。

２．管理不全状態にある所有者不明土地の管理な

適正

改正土地基本法における「適正な管理」の具

体化

改正所有者不明土地特措法は、 条の「目的」

において、改正前の「所有者不明土地の利用の円

滑化」に加え、「管理の適正化」を加えた。これ

は、改正土地基本法が、改正前の「適正な土地利

用」に「管理」を加え、「適正な土地の利用及び

管理」を共通理念化したこと（改正土地基本法

条、 条、 条ほか）を踏まえ 、これを改正所有

者不明土地特措法において具体化したものとみる

ことができる。改正所有者不明土地特措法による

所有者不明土地における「管理の適正化」は、以

下 〜 の形で展開された。

市町村長による管理不全所有者不明土地の管

理の強化

市町村長は、所有者不明土地
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

のうち
・ ・ ・

、所有者に

よる管理が実施されておらず、かつ引き続き管理

 
地域福利増進事業のための土地使用権の設定数は、

施行後 年間で累計 件、 年間で 件を目標にし

ていた。しかし、土地使用権取得のための都道府県知事

の裁定申請は、令和 年 月時点で 件（令和 年

月に都道府県知事による裁定のために公告を実施）にと

どまる。阿部 、令和 年版土地白書 頁参照。

ちなみに、所有者不明土地特措法の活用状況に関して

は、①地域福利増進事業のための土地使用権の裁定申請

（前記）のほか、②土地収用法の特例手続は 件（令和

年 月末時点）、③土地所有者等関連情報の利用・提

供の特例は約 件（令和 年 月末時点）、④不在者

財産管理人の選任の申立ては 件、相続財産管理人の

選任の申立ては 件（令和３年 月末時点）であっ

た。

改正土地基本法における「管理」概念につき、松尾

頁および同所注 、平良 頁参照。
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所有者不明土地対策に関する一連の立法の中で、

改正所有者不明土地特措法は、所有者不明土地特

措法の施行後に改正された土地基本法（令和 年

月 日法律 号。以下「改正土地基本法」と

いう）によって土地の適正な利用と並んで新たに

規定された「管理」の強化 、および民法・不動産

登記法等改正（令和 年 月 日法律 号）に

よる管理不全土地・建物管理制度の創設等を踏ま

え 、関連法令との整合性を図りつつ、所有者不明

土地問題への対応方策を一層強化したものと位置

づけることができる。

改正所有者不明土地特措法による主要な改正点

は、①所有者不明土地の「利用」の円滑化の一層

の推進、②管理不全状態にある所有者不明土地の

「管理」の適正化、および③地域を主体とする所

有者不明土地の利用・管理の制度的基盤の構築に

集約することができる。これは、前述した企画部

会とりまとめにおいて提示された所有者不明土地

対策の つの柱、すなわち、①所有者不明土地の

利用の円滑化、②管理不全土地の管理の適正化、

および③課題がある土地に地域一体となって対応

するための体制の構築に対応するものみることが

できる 。

以下では、改正所有者不明土地特措法の主要な

改正点を具体的に確認し、その意義を評価したう

えで、さらなる課題について考察を加える。

Ⅱ 改正所有者不明土地特措法による主要な改

正点

１．所有者不明土地の円滑な利用の推進

特定所有者不明土地の再定義（要件緩和）

改正所有者不明土地特措法は、公共事業におけ

る収用手続の合理化・円滑化および地域福利増進

 
この点につき、松尾 頁参照。

なお、令和 年の所有者不明土地特措法改正に先立ち、

令和 年民法改正に伴い、所有者不明土地特措法第

章第 節の表題および 条がすでに改正され、国の行

政機関の長または地方公共団体の長が、従来から認めら

れていた不在者財産管理人のほか、相続財産清算人の選

任申立て、および所有者不明土地管理命令の申立てがで

きるものとされた。

国土審議会土地政策分科会企画部会 頁。

事業 のための土地の利用を促すために、それら

の事業の対象となる「特定所有者不明土地」とし

て、①所有者不明土地特措法の改正前から認めら

れていた一定規模未満の簡易構造建築物に加え、

②建築物の損傷、腐食等の劣化状況、建築後経過

年数等の事情を勘案し、利用困難で、引き続き利

用されないことが確実と見込まれる建築物も、政

令で定める基準を満たせば、土地上に存在しても、

特定所有者不明土地と認定して構わないものとし

た（改正所有者不明土地特措法 条 項）。その結

果、物置等の簡易構造建築物に当たらない家屋や

工場建屋が土地上にあっても、朽廃が進んでいれ

ば、それが土地上にあったとしても、特定所有者

不明土地と認定されることが可能である。

地域福利増進事業の範囲の拡大

こうして定義し直された特定所有者不明土地の

上で行うことが可能となる地域福利増進事業につ

いて、その範囲が拡大され、以下の つの事業が

加えられた（改正所有者不明土地特措法 条 項

号、 号）。まず、①備蓄倉庫、非常用電気等

供給施設、その他の施設であって、災害対策の実

施の用に供するものとして政令で定めるものの整

備に関する事業である。つぎに、②再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平

成 年法律 号）による再生可能エネルギー

発電設備（太陽光、風力、バイオマス等の再生可

能エネルギー源を電気に変換する設備）で、「地域

住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資

するものとして政令で定める要件」に適合するも

のの整備に関する事業である。これらは、①激甚

な自然災害の頻発、および②再生可能エネルギー

への需要増大に対応しようとしたものである 。

地域福利増進事業の上限期間の見直し（長期化）

地域福利増進事業のための土地使用権の上限期

間は、原則 年である。しかし、前記①備蓄倉庫・

 
「地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進

を図るために行われる」事業（改正所有者不明土地特措

法 条 項柱書）。

国土審議会土地政策分科会企画部会 ， ，

参照。

非常用電気等供給施設等、同②再生可能エネルギ

ー発電設備のほか、③道路・駐車場等の一般交通

の用に供する施設、④公園・緑地・広場または運

動場、および⑤購買施設・教養文化施設等の整備

に関する事業（改正所有者不明土地特措法 条

項 号、 号、 号〜 号に掲げる事業）で、「当

該事業の内容その他の事情を勘案して長期にわた

る土地の使用を要するものとして政令で定める事

業」の場合は、 年まで上限期間が延長された（改

正所有者不明土地特措法 条 項括弧書）。これ

は、事業の性質および民間事業者が地域福利増進

事業を行う場合の便宜も考慮に入れ、投下資本の

回収を可能にするための措置であると考えられる 。

地域福利増進事業のための土地使用権の取得

手続の合理化

地域福利増進事業を行うために都道府県知事か

ら土地使用権付与の裁定を得るためには、事業対

象地が所有者不明土地に当たるか、事業内容等に

反対する権利者がいないか等を確認するために、

事業計画書等の縦覧が必要になる。この事業計画

書等の縦覧期間は、改正前は か月であったが、

改正後は か月に短縮された（改正所有者不明土

地特措法 条 項）。さらに、土地使用権の付与

を受ける者が不明所有者等のために供託すべき補

償金は、都道府県知事が定める支払時期までに分

割して供託することも可能となった（改正所有者

不明土地特措法 条 項 号、 条 項） 。こ

うした手続コストの削減も、地域福利増進事業の

ための所有者不明土地の利用を促すものと予想さ

れる。

所有者不明土地の所有者の財産権の制限と公

共の福祉

前述 〜 は、所有者不明土地の所有者の財

産権の制限を強める方向に作用するものである。

それは、公共の福祉による財産権の制限（憲法

条 項）の範囲内にあると認められるものでなけ

 
国土審議会土地政策分科会企画部会 頁。

なお、補償金の額からは、特定所有者不明土地等の

管理に要する費用に相当する額が控除される（改正所有

者不明土地特措法 条 項括弧書）。

ればならない。その判断の背景には、地域福利増

進事業のために所有者不明土地の利用を希望する

者が少ない状況の下で 、地域福利増進事業のた

めの土地利用を促し、所有者不明土地の利用によ

る地域住民等の公共の利益を増大させる必要性が

あり、これと所有者不明土地の所有者の利益との

再調整を試みたものと考えることができる。

２．管理不全状態にある所有者不明土地の管理な

適正

改正土地基本法における「適正な管理」の具

体化

改正所有者不明土地特措法は、 条の「目的」

において、改正前の「所有者不明土地の利用の円

滑化」に加え、「管理の適正化」を加えた。これ

は、改正土地基本法が、改正前の「適正な土地利

用」に「管理」を加え、「適正な土地の利用及び

管理」を共通理念化したこと（改正土地基本法

条、 条、 条ほか）を踏まえ 、これを改正所有

者不明土地特措法において具体化したものとみる

ことができる。改正所有者不明土地特措法による

所有者不明土地における「管理の適正化」は、以

下 〜 の形で展開された。

市町村長による管理不全所有者不明土地の管

理の強化

市町村長は、所有者不明土地
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

のうち
・ ・ ・

、所有者に

よる管理が実施されておらず、かつ引き続き管理

 
地域福利増進事業のための土地使用権の設定数は、

施行後 年間で累計 件、 年間で 件を目標にし

ていた。しかし、土地使用権取得のための都道府県知事

の裁定申請は、令和 年 月時点で 件（令和 年

月に都道府県知事による裁定のために公告を実施）にと

どまる。阿部 、令和 年版土地白書 頁参照。

ちなみに、所有者不明土地特措法の活用状況に関して

は、①地域福利増進事業のための土地使用権の裁定申請

（前記）のほか、②土地収用法の特例手続は 件（令和

年 月末時点）、③土地所有者等関連情報の利用・提

供の特例は約 件（令和 年 月末時点）、④不在者

財産管理人の選任の申立ては 件、相続財産管理人の

選任の申立ては 件（令和３年 月末時点）であっ

た。

改正土地基本法における「管理」概念につき、松尾

頁および同所注 、平良 頁参照。
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が実施されないことが確実であると見込まれる

「管理不全所有者不明土地」につき、土砂の流

出・崩壊等による周辺土地における災害の発生、

または周辺地域における環境の著しい悪化という

事態の発生を防止するために「必要かつ適当と認

める場合」、必要の限度において、当該管理不全所

有者不明土地の確知所有者に対し、期限を定めて、

当該事態の発生防止に必要な「災害等防止措置」

を講じるように勧告することができる（改正所有

者不明土地特措法 条 項） 。

市町村長はまた、必要に応じ、管理不全所有者

不明土地の隣接地で、管理不全状態にある「管理

不全隣接土地」の所有者に対しても、必要な措置

を勧告することができる（改正所有者不明土地特

措法 条 項）。

勧告に対し、確知所有者が正当な理由なしに災

害等防止措置を講じないときは、市町村長は、確

知所有者に対し、相当の期限を定め、災害等防止

措置命令を発令することができる。ただし、当該

確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な

共有持分を有しない者である場合は、この限りで

ない（改正所有者不明土地特措法 条）。

そして、市町村長は、①管理不全所有者不明土

地の確知所有者がいない場合、②災害等防止措置

命令を受けた確知所有者が当該措置の実施に必要

な共有持分を有しない場合、または③災害等防止

措置命令を受けた確知所有者が、当該措置を実施

するための共有持分をもつにもかかわらず、期限

までに当該措置を講じなかった場合、または当該

措置を講じたものの十分でない場合もしくは講じ

る見込みがない場合において、当該事態を放置す

ることが「著しく公益に反する」と認めるときは、

管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、

当該災害等防止措置を自ら講じ、または措置実施

者に講じさせることができる（改正所有者不明土

 
市町村長が勧告等を行うために、土地所有者の探索

に必要な公的情報（固定資産税課税台帳、地積調査票、

農地台帳等）を内部利用すること、および外部へ提供す

ることも可能とするための改正も行われた（改正所有者

不明土地特措法 条 項・ 項）。

地特措法 条 項前段。以下「代執行」という）

。その際、所有者が負担すべき代執行の費用の

徴収については、行政代執行法 条・ 条の規定

が準用される（改正所有者不明土地特措法 条

項）。こうした代執行は、所有者の財産権の制限を

強めるものであるが、当該土地が所有者不明かつ

管理不全状態となっていること、さらに、災害等

防止措置の勧告および命令がされたにもかかわら

ず、事態が改善されないことを要件とすることが、

公共の福祉による制限を正当化する根拠となって

いると考えられる。

市町村長による管理不全土地管理命令の申立て

市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、

土砂の流出・崩壊等による周辺土地における災害

の発生、または周辺地域における環境の著しい悪

化という事態の発生を防止するために「特に必要

があると認めるとき」は、地方裁判所に対し、管

理不全土地管理命令（民法 条の 第 項）の

申立てをすることができるものとされた（改正所

有者不明土地特措法 条 項）。

市町村長はまた、管理不全隣接土地についても、

特に必要があると認めるときは、管理不全土地管

理命令の申立てをすることができるものとされた

（改正所有者不明土地特措法 条 項）。

国の行政機関の長等による所有者不明建物・

管理不全建物管理命令の申立て

国の行政機関の長または地方公共団体の長（以

下、国の行政機関の長等。市町村長を含む）が所

有者不明土地管理命令の申立て（改正前所有者不

明土地特措法 条 項。改正後は 条 項）を

する際に 、また、市町村長が管理不全土地管理

命令の申立て（改正所有者不明土地特措法 条

 
なお、①・②の場合には、確知所有者以外の所有者

に知らせるべく、あらかじめ所定の公告を要する（改正

所有者不明土地特措法 条 項後段）。

すでに国の行政機関の長等は、「特に必要があると認

めるとき」は、不在者財産管理人（民法 条 項）、相

続財産清算人（民法 条 項）および所有者不明土地

管理人（民法 条の 第 項）の選任の申立てができ

るものとされていた（改正前所有者不明土地特措法

条 項・ 項、改正所有者不明土地特措法 条 項・

項）。

項）をする際に、当該土地上の建物の適切な管理

のために「特に必要がある」と認めるときは、そ

れらの申立てと併せて、地方裁判所に対し、所有

者不明建物管理命令（民法 条の 第 項）ま

たは管理不全建物管理命令（民法 条の 第

項）の申立てもすることができるものとされた（改

正所有者不明土地特措法 条 項）。

以上のように、管理不全所有者不明土地および

管理不全所有者不明土地の上の所有者不明建物お

よび管理不全建物に対して、市町村長の管理権限

を大幅に強化したことが、改正所有者不明土地特

措法の特色として看過できない。

３．地域を主体とする所有者不明土地の利用・管

理の制度構築

市町村は、単独でまたは共同して、所有者不明

土地の利用の円滑化および管理の適正化ならびに

土地所有者の効果的な探索に関する基本方針（改

正所有者不明土地特措法 条 項）に従い、所有

者不明土地の利用の円滑化および管理の適正化を

図るために、必要な施策を計画的に実施すべく、

「所有者不明土地対策計画」を策定することがで

きる（改正所有者不明土地特措法 条） 。

市町村はまた、単独でまたは共同して、所有者

不明土地対策計画の作成・変更、実施の施策等を

協議するために、「所有者不明土地対策協議会」

を設置することができる（改正所有者不明土地特

措法 条） 。

 
地方公共団体が所有者不明土地対策計画を実施する

ために、土地の実態把握調査、所有者探索、利活用手法

の検討、管理不全状態の解消のための草木伐採、残地物

件除去等の取組みをする費用は、国と地方公共団体が

分の ずつ負担し、かつ地方公共団体の負担分の 分の

が特別交付税によって措置される。この費用には、不

在者財産管理人、相続財産清算人、所有者不明土地・建

物管理人、および管理不全土地・建物管理人の選任の申

立てに際して必要となる予納金も含まれるものと解さ

れる（後述３参照）。

その構成員としては、市町村、後述する所有者不明

土地利用円滑化等推進法人、地域福利増進事業等の実施

者または実施予定者、関係都道府県、国の関係行政機関、

学識経験者、宅地建物取引業者、司法書士、土地家屋調

査士等の専門家が想定される（改正所有者不明土地特措

さらに、市町村長は、所有者不明土地対策計画

の作成、実施等の推進主体の幅を拡充するために、

「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」を指定

することができる。これは、特定非営利活動法人、

一般社団法人、一般財団法人、または所有者不明

土地の利用の円滑化等の推進活動を目的とする会

社の申立てに基づいて行われる（改正所有者不明

土地特措法 条 項）。指定を受けた所有者不明

土地利用円滑化等推進法人は、地域福利増進事業

等の実施者または実施予定者に対する情報提供、

相談等の援助、地域福利増進事業の実施または参

加、低未利用土地の適正な利用および管理の促進、

所有者不明土地の発生抑制に必要な事業、所有者

不明土地の利用の円滑化または管理の適正化を図

るために必要な土地の取得、管理または譲渡、調

査研究、普及活動、市町村長に対する所有者不明

土地対策計画の作成提案、管理不全土地管理命令

の申立ての要請等を行うことができる（改正所有

者不明土地特措法 条） 。このように、所有者

不明土地利用円滑化等推進法人は、所有者不明土

地の円滑な利用および適正な管理を推進するため

に、市町村とともに、その担い手となり、それを

通じて地域づくりの主体の つとして活動するこ

とが期待されている 。

Ⅲ 改正所有者不明土地特措法の評価

１．地域を主体とする計画的な土地利用の促進

一連の所有者不明土地対策の立法の中で、改正

所有者不明土地特措法は、特に以下の 点におい

て、重要な意義をもつものであると考えられる。

 
法 条 項、 項参照）。

所有者不明土地利用円滑化等推進法人が、所有者不

明土地対策計画に基づき、土地の実態把握調査、所有者

探索、利活用手法の検討、管理不全状態の解消のための

草木伐採、残地物件除去等の取組みをする費用は、国・

地方公共団体・当該推進法人が 分の ずつ負担する（地

方公共団体の負担分の 分の は特別交付税によって措

置される）。

なお、市町村長は、管理不全所有者不明土地の管理

に必要な勧告等の実施、所有者探索、所有者不明土地対

策計画の作成・変更等に際し、国土交通省の職員の派遣

を要請することができる。
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が実施されないことが確実であると見込まれる

「管理不全所有者不明土地」につき、土砂の流

出・崩壊等による周辺土地における災害の発生、

または周辺地域における環境の著しい悪化という

事態の発生を防止するために「必要かつ適当と認

める場合」、必要の限度において、当該管理不全所

有者不明土地の確知所有者に対し、期限を定めて、

当該事態の発生防止に必要な「災害等防止措置」

を講じるように勧告することができる（改正所有

者不明土地特措法 条 項） 。

市町村長はまた、必要に応じ、管理不全所有者

不明土地の隣接地で、管理不全状態にある「管理

不全隣接土地」の所有者に対しても、必要な措置

を勧告することができる（改正所有者不明土地特

措法 条 項）。

勧告に対し、確知所有者が正当な理由なしに災

害等防止措置を講じないときは、市町村長は、確

知所有者に対し、相当の期限を定め、災害等防止

措置命令を発令することができる。ただし、当該

確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な

共有持分を有しない者である場合は、この限りで

ない（改正所有者不明土地特措法 条）。

そして、市町村長は、①管理不全所有者不明土

地の確知所有者がいない場合、②災害等防止措置

命令を受けた確知所有者が当該措置の実施に必要

な共有持分を有しない場合、または③災害等防止

措置命令を受けた確知所有者が、当該措置を実施

するための共有持分をもつにもかかわらず、期限

までに当該措置を講じなかった場合、または当該

措置を講じたものの十分でない場合もしくは講じ

る見込みがない場合において、当該事態を放置す

ることが「著しく公益に反する」と認めるときは、

管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、

当該災害等防止措置を自ら講じ、または措置実施

者に講じさせることができる（改正所有者不明土

 
市町村長が勧告等を行うために、土地所有者の探索

に必要な公的情報（固定資産税課税台帳、地積調査票、

農地台帳等）を内部利用すること、および外部へ提供す

ることも可能とするための改正も行われた（改正所有者

不明土地特措法 条 項・ 項）。

地特措法 条 項前段。以下「代執行」という）

。その際、所有者が負担すべき代執行の費用の

徴収については、行政代執行法 条・ 条の規定

が準用される（改正所有者不明土地特措法 条

項）。こうした代執行は、所有者の財産権の制限を

強めるものであるが、当該土地が所有者不明かつ

管理不全状態となっていること、さらに、災害等

防止措置の勧告および命令がされたにもかかわら

ず、事態が改善されないことを要件とすることが、

公共の福祉による制限を正当化する根拠となって

いると考えられる。

市町村長による管理不全土地管理命令の申立て

市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、

土砂の流出・崩壊等による周辺土地における災害

の発生、または周辺地域における環境の著しい悪

化という事態の発生を防止するために「特に必要

があると認めるとき」は、地方裁判所に対し、管

理不全土地管理命令（民法 条の 第 項）の

申立てをすることができるものとされた（改正所

有者不明土地特措法 条 項）。

市町村長はまた、管理不全隣接土地についても、

特に必要があると認めるときは、管理不全土地管

理命令の申立てをすることができるものとされた

（改正所有者不明土地特措法 条 項）。

国の行政機関の長等による所有者不明建物・

管理不全建物管理命令の申立て

国の行政機関の長または地方公共団体の長（以

下、国の行政機関の長等。市町村長を含む）が所

有者不明土地管理命令の申立て（改正前所有者不

明土地特措法 条 項。改正後は 条 項）を

する際に 、また、市町村長が管理不全土地管理

命令の申立て（改正所有者不明土地特措法 条

 
なお、①・②の場合には、確知所有者以外の所有者

に知らせるべく、あらかじめ所定の公告を要する（改正

所有者不明土地特措法 条 項後段）。

すでに国の行政機関の長等は、「特に必要があると認

めるとき」は、不在者財産管理人（民法 条 項）、相

続財産清算人（民法 条 項）および所有者不明土地

管理人（民法 条の 第 項）の選任の申立てができ

るものとされていた（改正前所有者不明土地特措法

条 項・ 項、改正所有者不明土地特措法 条 項・

項）。

項）をする際に、当該土地上の建物の適切な管理

のために「特に必要がある」と認めるときは、そ

れらの申立てと併せて、地方裁判所に対し、所有

者不明建物管理命令（民法 条の 第 項）ま

たは管理不全建物管理命令（民法 条の 第

項）の申立てもすることができるものとされた（改

正所有者不明土地特措法 条 項）。

以上のように、管理不全所有者不明土地および

管理不全所有者不明土地の上の所有者不明建物お

よび管理不全建物に対して、市町村長の管理権限

を大幅に強化したことが、改正所有者不明土地特

措法の特色として看過できない。

３．地域を主体とする所有者不明土地の利用・管

理の制度構築

市町村は、単独でまたは共同して、所有者不明

土地の利用の円滑化および管理の適正化ならびに

土地所有者の効果的な探索に関する基本方針（改

正所有者不明土地特措法 条 項）に従い、所有

者不明土地の利用の円滑化および管理の適正化を

図るために、必要な施策を計画的に実施すべく、

「所有者不明土地対策計画」を策定することがで

きる（改正所有者不明土地特措法 条） 。

市町村はまた、単独でまたは共同して、所有者

不明土地対策計画の作成・変更、実施の施策等を

協議するために、「所有者不明土地対策協議会」

を設置することができる（改正所有者不明土地特

措法 条） 。

 
地方公共団体が所有者不明土地対策計画を実施する

ために、土地の実態把握調査、所有者探索、利活用手法

の検討、管理不全状態の解消のための草木伐採、残地物

件除去等の取組みをする費用は、国と地方公共団体が

分の ずつ負担し、かつ地方公共団体の負担分の 分の

が特別交付税によって措置される。この費用には、不

在者財産管理人、相続財産清算人、所有者不明土地・建

物管理人、および管理不全土地・建物管理人の選任の申

立てに際して必要となる予納金も含まれるものと解さ

れる（後述３参照）。

その構成員としては、市町村、後述する所有者不明

土地利用円滑化等推進法人、地域福利増進事業等の実施

者または実施予定者、関係都道府県、国の関係行政機関、

学識経験者、宅地建物取引業者、司法書士、土地家屋調

査士等の専門家が想定される（改正所有者不明土地特措

さらに、市町村長は、所有者不明土地対策計画

の作成、実施等の推進主体の幅を拡充するために、

「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」を指定

することができる。これは、特定非営利活動法人、

一般社団法人、一般財団法人、または所有者不明

土地の利用の円滑化等の推進活動を目的とする会

社の申立てに基づいて行われる（改正所有者不明

土地特措法 条 項）。指定を受けた所有者不明

土地利用円滑化等推進法人は、地域福利増進事業

等の実施者または実施予定者に対する情報提供、

相談等の援助、地域福利増進事業の実施または参

加、低未利用土地の適正な利用および管理の促進、

所有者不明土地の発生抑制に必要な事業、所有者

不明土地の利用の円滑化または管理の適正化を図

るために必要な土地の取得、管理または譲渡、調

査研究、普及活動、市町村長に対する所有者不明

土地対策計画の作成提案、管理不全土地管理命令

の申立ての要請等を行うことができる（改正所有

者不明土地特措法 条） 。このように、所有者

不明土地利用円滑化等推進法人は、所有者不明土

地の円滑な利用および適正な管理を推進するため

に、市町村とともに、その担い手となり、それを

通じて地域づくりの主体の つとして活動するこ

とが期待されている 。

Ⅲ 改正所有者不明土地特措法の評価

１．地域を主体とする計画的な土地利用の促進

一連の所有者不明土地対策の立法の中で、改正

所有者不明土地特措法は、特に以下の 点におい

て、重要な意義をもつものであると考えられる。

 
法 条 項、 項参照）。

所有者不明土地利用円滑化等推進法人が、所有者不

明土地対策計画に基づき、土地の実態把握調査、所有者

探索、利活用手法の検討、管理不全状態の解消のための

草木伐採、残地物件除去等の取組みをする費用は、国・

地方公共団体・当該推進法人が 分の ずつ負担する（地

方公共団体の負担分の 分の は特別交付税によって措

置される）。

なお、市町村長は、管理不全所有者不明土地の管理

に必要な勧告等の実施、所有者探索、所有者不明土地対

策計画の作成・変更等に際し、国土交通省の職員の派遣

を要請することができる。
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まず、改正所有者不明土地特措法は、所有者不

明土地対策を契機に、地域が主体
・ ・ ・ ・ ・

となり
・ ・ ・

、土地の

利用を計画的に進めてゆくための制度基盤を強化

したものとみることができる。低未利用地を含む

所有者不明土地問題を解決するための中心主体は、

当該土地と最も利害関係の深い地域のステークホ

ルダーであり、国の役割はそのための制度基盤を

構築することにある。それをきっかけにして、地

域が主体となって土地の計画的な利用および管理

を行う新たな慣行の形成が期待される。

改正前の所有者不明土地特措法の下では、所有

者不明土地を地域福利増進事業のために利用する

ことが、必ずしも期待どおりには進んでいなかっ

た 。この状況を打開すべく、改正所有者不明土

地特措法は、①地域福利増進事業のための土地使

用権の取得手続のコストの削減、②地域福利増進

事業のメニューの拡充に加えて、③所有者不明土

地に関する情報の探索・蓄積・提供、所有者不明

土地を含む低未利用地の利用方法を地域において

戦略的・計画的に検討していくための体制を整備

した。

これらのうち、特に前記③の意義が大きいもの

と考えられる。それは、市町村が策定する所有者

不明土地対策計画に基づき、その実施のために所

有者不明土地対策協議会の設置、所有者不明土地

利用円滑化等推進法人の指定、国の職員の派遣制

度等を活用可能にしている。この制度枠組を用い

て、地域における所有者不明土地の情報を収集・

蓄積し、多くのステークホルダーが参加する計画

的な地域づくりの中で、地域の低未利用地に含ま

れる所有者不明土地の円滑な利用および適正な管

理を進め、その つ
・ ・ ・ ・

のツール
・ ・ ・ ・

として、地域福利増

進事業のための土地使用権の取得という手法をよ

り有効に用いる可能性が開かれるように思われる。

もっとも、地域福利増進事業のための円滑な土地

 
前掲注 参照。もっとも、地域福利増進事業の実施

準備のために、所有者探索のための制度を活用した結果、

所有者が判明したという形で、所有者の円滑な探索とい

う制度活用の利点が生じていることも看過できない。令

和 年版土地白書 頁参照。

利用を推進するためには、さらなる制度改革の余

地があると考えられる（後述Ⅳ１）。

 
２．所有者不明土地対策のための市町村長の権限

強化

また、改正所有者不明土地特措法の評価ポイン

トとして、所有者不明土地対策のために、

市町村長等の
・ ・ ・ ・ ・ ・

権限を強化
・ ・ ・ ・ ・

したことも、重要である。

すでに所有者不明土地特措法の改正前から、市町

村長を含む国の行政機関の長等には、不在者財産

管理人、相続財産清算人および所有者不明土地管

理人の選任の申立権が付与されていたが、これに

加え、改正所有者不明土地特措法により、所有者

不明建物管理命令の申立権も付与された。そして、

市町村長には、改正所有者不明土地特措法により、

管理不全土地管理命令および管理不全建物管理

命令の申立権も付与された。そのことの意義は大

きい。とりわけ、所有者不明土地・建物または管

理不全土地・建物の管理に際して必要となる費用

および管理人の報酬は、管理対象財産を含む所有

者の負担となる（民法 条の 、 条の 第

項、 条の 、 条の 第 項）。しかし、

所有者不明または管理不全の状態にある土地・建

物の場合、所有者に対して管理の費用および報酬

を請求し、それを確保することは、実際問題とし

て難しい場合が多いと考えられる。そのような場

合には、管理のための費用および報酬は、申立て

に際して納付される予納金によってひとまず賄わ

れることになる。もっとも、隣人等の私人にとっ

ては予納金の納付が困難なために、申立て自体を

行うことが困難な場合も予想される。この点で、

市町村長等が申立てを行う場合、国の補助制度と

も相俟って、所有者不明土地・建物管理命令およ

び管理不全土地・建物管理命令の制度が活用され、

所有者不明土地問題の対策が進むことも予想され

る。このように、改正所有者不明土地特措法は、

令和 年改正民法によって導入された管理不全土

地・建物管理命令および所有者不明土地・建物管

理命令の制度の活用を促進する点でも、その意義

を評価することができる。今後は、市町村長等に

よるこうした土地・建物の管理機能を、より持続

可能なものにしてゆくことが重要な課題になると

考えられる（後述Ⅳ２）。

Ⅳ おわりに――改正所有者不明土地特措法の

課題

１．地域福利増進事業の普及および定着

地域が主体となって、所有者不明土地を含む低

未利用地の利用・管理を計画的に進めてゆくため

の制度基盤を強化した改正所有者不明土地特措法

の意義を現実のものとし、かつ持続可能なものと

してゆくためには、さらに検討を加え、実現すべ

き課題があると考えられる。

まず、地域福利増進事業がより一般的に利用さ

れるものとして普及し、地域における土地利用の

方法として定着することを後押しするための制度

の一層の整備が重要である。

そのためには、地域福利増進事業を行おうとす

る者が、土地使用権の取得手続を、円滑に、より

低いコストで進めることができるための実務対応

が必要である 。具体的には、所有者探索におけ

る情報請求手続の合理化、不動産鑑定費用等を軽

減する方策、供託すべき補償金の額の適正な算定

方法の明確化等が不可欠である。

また、地域福利増進事業のための土地利用を促

進するための制度改革の一環として、地域福利増

進事業のために土地使用権が取得され、事業の実

施者による土地の占有・利用が 年、 年と経

過し、その間に所有者から異議の申立てがなかっ

た場合において、事業の実施者による希望がある

場合に、土地の所有権自体の取得を可能とするた

めの法的ルールを新たに創設する必要について、

 
「所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例

構築推進調査」

参照。

平成 年度・令和元年度 件、令和 年度 件、令和

年度 件の合計 件（ 団体）の報告書が公表され

ている。なお、この観点から、「地域福利増進事業ガイ

ドライン」（国土交通省土地・建設産業局、令和元年

月）

を、必要に応じて改訂することも検討す

る余地がある。

検討する余地があると考えられる。

そのためには、都道府県知事の裁定に基づいて

地域福利増進事業の実施者が土地を占有・利用す

る場合の土地の占有の法的性質、土地の使用権を

取得させる都道府県知事の法的地位、事業実施

者・都道府県知事・所有者の法律関係、土地の時

効取得制度との関係等について、日本における土

地所有権のあり方、憲法における財産権の保障を

踏まえた抜本的な検討が必要である 。そして、

地域福利増進事業のための土地使用権の上限期間

が 年まで延長された現在、結論はともかく、こ

の問題に踏み込んだ本格的な検討を行うべきとこ

ろまで制度改革が進んできたものと思われる。

もっとも、その際には、所有者不明土地管理命

令（民法 条の 第 項）の活用可能性、特に

選任された所有者不明土地管理人が裁判所の許可

を得て行う土地の処分（民法 条の 第 項）

の可能性についても、併せて比較し、検討する必

要がある。そして、地域福利増進事業としての土

地利用と、所有者不明土地管理人を介しての土地

の管理のそれぞれの長所・短所、両者の役割分担

や組合せについても、さらに具体的かつ明確なも

のにしていくことが、両制度の趣旨を活かした利

用の促進にとって有用である 。

 
２．地域を主体とする計画的な土地利用を促すた

めの制度および組織の基盤強化

また、地域が主体となって、低未利用地の利用・

管理を計画的に進めてゆくために、市町村、所有

者不明土地対策協議会、所有者不明土地利用円滑

 
この点については、松尾 頁も参照。

地域福利増進事業による特定所有者不明土地の利用

と、所有者不明土地管理人による管理を比較した場合、

前者には、所有者不明土地管理命令の申立てに必要な予

納金を納付する必要がないこと、地域福利増進事業を行

おうとする事業者が自ら積極的に計画を立てて土地の

利用を行いうること等のメリットが考えられる。

このことは、逆にいえば、地域福利増進事業が実際に

利用されるものとなるためには、こうしたメリットが活

かされるように、地域福利増進事業のための土地使用権

の取得の手続面のコストをどのようにして軽減できる

かが鍵を握ることを示唆している。
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まず、改正所有者不明土地特措法は、所有者不

明土地対策を契機に、地域が主体
・ ・ ・ ・ ・

となり
・ ・ ・

、土地の

利用を計画的に進めてゆくための制度基盤を強化

したものとみることができる。低未利用地を含む

所有者不明土地問題を解決するための中心主体は、

当該土地と最も利害関係の深い地域のステークホ

ルダーであり、国の役割はそのための制度基盤を

構築することにある。それをきっかけにして、地

域が主体となって土地の計画的な利用および管理

を行う新たな慣行の形成が期待される。

改正前の所有者不明土地特措法の下では、所有

者不明土地を地域福利増進事業のために利用する

ことが、必ずしも期待どおりには進んでいなかっ

た 。この状況を打開すべく、改正所有者不明土

地特措法は、①地域福利増進事業のための土地使

用権の取得手続のコストの削減、②地域福利増進

事業のメニューの拡充に加えて、③所有者不明土

地に関する情報の探索・蓄積・提供、所有者不明

土地を含む低未利用地の利用方法を地域において

戦略的・計画的に検討していくための体制を整備

した。

これらのうち、特に前記③の意義が大きいもの

と考えられる。それは、市町村が策定する所有者

不明土地対策計画に基づき、その実施のために所

有者不明土地対策協議会の設置、所有者不明土地

利用円滑化等推進法人の指定、国の職員の派遣制

度等を活用可能にしている。この制度枠組を用い

て、地域における所有者不明土地の情報を収集・

蓄積し、多くのステークホルダーが参加する計画

的な地域づくりの中で、地域の低未利用地に含ま

れる所有者不明土地の円滑な利用および適正な管

理を進め、その つ
・ ・ ・ ・

のツール
・ ・ ・ ・

として、地域福利増

進事業のための土地使用権の取得という手法をよ

り有効に用いる可能性が開かれるように思われる。

もっとも、地域福利増進事業のための円滑な土地

 
前掲注 参照。もっとも、地域福利増進事業の実施

準備のために、所有者探索のための制度を活用した結果、

所有者が判明したという形で、所有者の円滑な探索とい

う制度活用の利点が生じていることも看過できない。令

和 年版土地白書 頁参照。

利用を推進するためには、さらなる制度改革の余

地があると考えられる（後述Ⅳ１）。

 
２．所有者不明土地対策のための市町村長の権限

強化

また、改正所有者不明土地特措法の評価ポイン

トとして、所有者不明土地対策のために、

市町村長等の
・ ・ ・ ・ ・ ・

権限を強化
・ ・ ・ ・ ・

したことも、重要である。

すでに所有者不明土地特措法の改正前から、市町

村長を含む国の行政機関の長等には、不在者財産

管理人、相続財産清算人および所有者不明土地管

理人の選任の申立権が付与されていたが、これに

加え、改正所有者不明土地特措法により、所有者

不明建物管理命令の申立権も付与された。そして、

市町村長には、改正所有者不明土地特措法により、

管理不全土地管理命令および管理不全建物管理

命令の申立権も付与された。そのことの意義は大

きい。とりわけ、所有者不明土地・建物または管

理不全土地・建物の管理に際して必要となる費用

および管理人の報酬は、管理対象財産を含む所有

者の負担となる（民法 条の 、 条の 第

項、 条の 、 条の 第 項）。しかし、

所有者不明または管理不全の状態にある土地・建

物の場合、所有者に対して管理の費用および報酬

を請求し、それを確保することは、実際問題とし

て難しい場合が多いと考えられる。そのような場

合には、管理のための費用および報酬は、申立て

に際して納付される予納金によってひとまず賄わ

れることになる。もっとも、隣人等の私人にとっ

ては予納金の納付が困難なために、申立て自体を

行うことが困難な場合も予想される。この点で、

市町村長等が申立てを行う場合、国の補助制度と

も相俟って、所有者不明土地・建物管理命令およ

び管理不全土地・建物管理命令の制度が活用され、

所有者不明土地問題の対策が進むことも予想され

る。このように、改正所有者不明土地特措法は、

令和 年改正民法によって導入された管理不全土

地・建物管理命令および所有者不明土地・建物管

理命令の制度の活用を促進する点でも、その意義

を評価することができる。今後は、市町村長等に

よるこうした土地・建物の管理機能を、より持続

可能なものにしてゆくことが重要な課題になると

考えられる（後述Ⅳ２）。

Ⅳ おわりに――改正所有者不明土地特措法の

課題

１．地域福利増進事業の普及および定着

地域が主体となって、所有者不明土地を含む低

未利用地の利用・管理を計画的に進めてゆくため

の制度基盤を強化した改正所有者不明土地特措法

の意義を現実のものとし、かつ持続可能なものと

してゆくためには、さらに検討を加え、実現すべ

き課題があると考えられる。

まず、地域福利増進事業がより一般的に利用さ

れるものとして普及し、地域における土地利用の

方法として定着することを後押しするための制度

の一層の整備が重要である。

そのためには、地域福利増進事業を行おうとす

る者が、土地使用権の取得手続を、円滑に、より

低いコストで進めることができるための実務対応

が必要である 。具体的には、所有者探索におけ

る情報請求手続の合理化、不動産鑑定費用等を軽

減する方策、供託すべき補償金の額の適正な算定

方法の明確化等が不可欠である。

また、地域福利増進事業のための土地利用を促

進するための制度改革の一環として、地域福利増

進事業のために土地使用権が取得され、事業の実

施者による土地の占有・利用が 年、 年と経

過し、その間に所有者から異議の申立てがなかっ

た場合において、事業の実施者による希望がある

場合に、土地の所有権自体の取得を可能とするた

めの法的ルールを新たに創設する必要について、

 
「所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例

構築推進調査」

参照。

平成 年度・令和元年度 件、令和 年度 件、令和

年度 件の合計 件（ 団体）の報告書が公表され

ている。なお、この観点から、「地域福利増進事業ガイ

ドライン」（国土交通省土地・建設産業局、令和元年

月）

を、必要に応じて改訂することも検討す

る余地がある。

検討する余地があると考えられる。

そのためには、都道府県知事の裁定に基づいて

地域福利増進事業の実施者が土地を占有・利用す

る場合の土地の占有の法的性質、土地の使用権を

取得させる都道府県知事の法的地位、事業実施

者・都道府県知事・所有者の法律関係、土地の時

効取得制度との関係等について、日本における土

地所有権のあり方、憲法における財産権の保障を

踏まえた抜本的な検討が必要である 。そして、

地域福利増進事業のための土地使用権の上限期間

が 年まで延長された現在、結論はともかく、こ

の問題に踏み込んだ本格的な検討を行うべきとこ

ろまで制度改革が進んできたものと思われる。

もっとも、その際には、所有者不明土地管理命

令（民法 条の 第 項）の活用可能性、特に

選任された所有者不明土地管理人が裁判所の許可

を得て行う土地の処分（民法 条の 第 項）

の可能性についても、併せて比較し、検討する必

要がある。そして、地域福利増進事業としての土

地利用と、所有者不明土地管理人を介しての土地

の管理のそれぞれの長所・短所、両者の役割分担

や組合せについても、さらに具体的かつ明確なも

のにしていくことが、両制度の趣旨を活かした利

用の促進にとって有用である 。

 
２．地域を主体とする計画的な土地利用を促すた

めの制度および組織の基盤強化

また、地域が主体となって、低未利用地の利用・

管理を計画的に進めてゆくために、市町村、所有

者不明土地対策協議会、所有者不明土地利用円滑

 
この点については、松尾 頁も参照。

地域福利増進事業による特定所有者不明土地の利用

と、所有者不明土地管理人による管理を比較した場合、

前者には、所有者不明土地管理命令の申立てに必要な予

納金を納付する必要がないこと、地域福利増進事業を行

おうとする事業者が自ら積極的に計画を立てて土地の

利用を行いうること等のメリットが考えられる。

このことは、逆にいえば、地域福利増進事業が実際に

利用されるものとなるためには、こうしたメリットが活

かされるように、地域福利増進事業のための土地使用権

の取得の手続面のコストをどのようにして軽減できる

かが鍵を握ることを示唆している。
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化等推進法人等が、実際に効果的な連携体制を構

築し、持続可能な活動を可能にするための基盤（財

政基盤を含む）を確立することも、重要な課題で

ある。その際には、所有者不明土地を含む低未利

用地に最も利害関係が深いと考えられる地域コ

ミュニティ（地方の部落・区、都市の自治会・町

内会等。認可地縁団体であることもある）の参加、

さらにはそのイニシャティブの発揮を促すことが

できるかが、重要な鍵を握るように思われる。市

町村長は、所有者不明土地対策計画の策定、所有

者不明土地対策協議会の設置、所有者不明土地利

用円滑化等推進法人の指定等を行う権限と責務を

もち、地域が主体となって低未利用地の利用・管

理を計画的に推進するためのコーディネーターと

しての役割を果たすべきものと考えられる 。

 

 
ちなみに、所有者不明土地特措法の改正を契機に、

現在全国 地区に設置されている「所有者不明土地連

携協議会」が、「土地政策推進連携協議会」に改組され

る。従来の「所有者不明土地連携協議会」は、所有者不

明土地法の施行に伴い、平成 年に全国 地区におい

て、地方整備局等の行政機関、都道府県、弁護士会等の

関係士業団体によって設立され、講演会、講習会等を開

催、所有者不明土地法の説明、所有者の探索手法等、所

有者不明土地対策に関する活動を行ってきた。

これを「土地政策推進連携協議会」へと変更し、市町

村、中小不動産関係団体等をも新たな会員に加えること

により、地区ごとに、土地に関する課題解決や地域づく

りをより広く支援することが企図されている。具体的に

は、改正所有者不明土地特措法によって創設された所有

者不明土地対策計画の策定、所有者不明土地対策等推進

法人の指定、管理不全所有不明土地についての代執行等

の運用支援、空き地活用の事例紹介等、低未利用土地の

利活用の推進、空き家対策、管理不全土地対策などを図

るための情報提供、用地業務や地籍調査の推進に通じる

情報提供等、土地に関する課題解決や地域づくりの支援

が計画されている。また、そのための相談窓口の設置、

民間団体と連携した相談会の開催等も計画されている。

これもまた、地域の持てる力を、より良い地域づくりに

つなげるために、所有者不明土地対策だけでなく、地方

公共団体における土地の利活用や土地の取得に関する

課題への取組みに対し、支援を強化しようとするものと

考えられる。
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